
 

 ＜Ⅳ 市政運営＞ 
  

・第23条（情報発信）: 

市外の人への発信という 

視点が今までなかった。 

・第25条（財政運営）: 

今ある財源をどうすべきか 

という観点も入れた方が良いのでは。 
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「逗子の未来協議会」とは（仮称）逗子市自治基本条例の検討を行うワークショップのことです。 

Ｎｏ.16 

最終回のテーマは「ワークショップ等まとめ素案」 

  第16回逗子の未来協議会は、平井市長からの

説明や、相模女子大学の松下先生からもアドバイ

スをいただきながら、（仮称）自治基本条例ワーク

ショップ等まとめ素案をテーマに意見交換をしました。 

 グループワークでは、まずワークショップ等まとめ素案

の「Ⅰ総則」について、条文案の過不足や欠けてい

＜Ⅴ 条例の実効性の確保＞ 
  

・第28条（条例の実効性の確保）：「推進組織」で足り

るか、オンブズマンの必要性を入れるか、議論が分かれた。 

・第29条（条例の検証と見直し）：見直しは期限を決

めた方が良い。 

 

＜Ⅰ 総則＞ 
  

・独自性、特長を盛り込み、「逗子市」という表現を抜

いても、逗子らしさが出るものにしてほしい。 

・第１条（目的）：「責務」という言葉は、言い換え

が必要ではないか。 

・第２条（用語の定義）：「事業者」、「市政」の定

義を入れた方が良い。「市長」とともに「市職員」も明

記したほうが良い。「協働」という言葉は、適切な言葉

に置き換えた方が良い。 

・第４条（基本理念）：重要な基本理念である市

民自治の確立、担保等の文言が欠落している。 

 

＜Ⅱ まちづくりの担い手＞ 
  

・第６条（市民の権利）：各号の並び順は、何を

重要とするのか検討が必要。 

・第７条（市民の責務）：「責務」という言葉は、押

し付け感があり重い。 

・第８条（事業者の責務）：事業者の責務につい

ても、自然環境を守るという責務があっても良いのでは

ないか。 

・第10条（市長の責務）：「逗子市の代表」という

表現はわかりやすい。 

＜Ⅲ 参加と協働によるまちづくり＞ 
  

・第13条（市民参加）：「市民の提案等を行政の計画

に反映する仕組み」について、わかりやすく、場を設ける。市

民参加を無視できない、使いやすい仕組みにする。 

・第14条（住民投票）：市民発の住民投票ができるこ

とを明確にした方が良い。 

・第16条（地域活動の推進）：住民自治協議会も明

確に記載すべき。 

※ 意見等は、市ホームページでご覧いただけます。 

る観点などを話し合いました。 

 次に、「Ⅱ まちづくりの担い手」「Ⅲ 参加と協働に

よるまちづくり」「Ⅳ 市政運営」「Ⅴ 条例の実効性の

確保」について、自分の興味がある章ごとにグループ

に分かれて意見交換をしました。各グループで話し合

われた内容の一部をご紹介します。  



 前回のワークショップでの前文案に対する意見交換を受け、前文起草メンバーから前文案の検討結果につ

いて、報告がありました。 
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（仮称）自治基本条例の制定に向けた取り組み：第１ステージ終了 

 今回の逗子の未来協議会をもちまして、

16回全てのワークショップが終了しました。平

成28年７月からの１年９ヶ月間、延べ

652人の皆さまご参加いただきました。ありが

とうございました。 

 今後、「逗子の未来協議会」は（仮称）

自治基本条例のサポーターとして続いていき

ます。これまでワークショップに関わっていただ

いた皆さま、そして新しいメンバーも随時募集

しています。サポーターには、市から条例検討

の状況などをメールさせていただきます。また、

facebookでも引き続き多くの皆様に情報

発信を予定しています。 

 条例の制定に向け、さらには制定後まで、

多くの皆さまと力を合わせて進めていきたいと

考えていますので、よろしくお願いいたします。 

第３ステージ：成案に向けた最終手続きを実施

して、条例案としてまとめます。 
 
・パブリックコメントの実施 

・パブリックコメントで受けた意見について、逗子の未来協

議会へ報告・意見聴取 

第２ステージ：検討案をもとに、広く市民全般に

向けた周知・理解促進の活動と案のブラッシュアッ

プを行います。 
 
・広報ずし、市ＨＰによる検討案の周知 

（説明・意見聴取） 

・自治会・町内会等の会合に出向く“押しかけ円卓フォー

ラム”の実施（説明・意見聴取） 

・関連条例の検討状況や市長の意向に応じた検討 

・“押しかけ円卓フォーラム”等で受けた意見について、逗

子の未来協議会へ報告・意見聴取 

※ 詳細は、市ホームページでご覧いただけます。 

私たちは海と山に囲まれた美しい自然を大切にしてきました。これからも、この恵まれた環境で、健康で文

化的な生活を得るために、皆で知恵を出し合って協力しましょう。 
 

すでに様々な取り組みが行われてきましたが、人口減少や財政問題など課題は多くあります。このままで

は、まちの魅力はうすれ、緑は風化し、そしてここに住む市民をはじめ私たちは元気がなくなってしまいます。 
 

私たち市民、議会、市長は、互いに尊重し合いながら、課題に対し自ら行動し、時に意見を交換していき

ましょう。1950年に逗子町として独立した時の、「自分たちのまちのことは、自分たちで考える」という自治に

対する想いを、進展させていきましょう。逗子市の未来を築きましょう。 
 

私たちはこの高い理想をかかげ、ここに逗子市自治基本条例を制定します。  

 逗子の未来協議会による「前文案」を決定 
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（仮称）自治基本条例検討会も熱く議論！ 
 
  ３月に（仮称）自治基本条例検討会を４回開催。

「ワークショップ等まとめ素案」をもとに、専門家の立場か

ら検討しました。この結果を受けて「ワークショップ等まとめ

素案」をブラッシュアップして「検討案」にしていきます。 


